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令 1.7.10 

安全運転義務の遵守 

 

１ 山口県夏の交通安全県民運動 

表紙は、先月 27 日に発生した、筆者子の交通事故

車です（廃車）。83歳男性の運転する軽トラックがセンターラインを越え、正面衝

突に近く、その原因はわかっていません。シートベルトが当たっている左肩及び下

腹部に大きなあざができ、シートベルトが命綱であったことを物語っています。 

明日から７月 20 日（土）まで山口県夏の交通安全県民運動です。そのスローガ

ンは、「住みよい山口 いつも心に 交通安全」。 

「交通安全で労働者の生活と企業の発展を図る」との意図により、交通事故防止

に役立つ情報をお届けします。 

２ 死亡交通事故の態様 

平成 20 年から平成 30 年までの死亡事故の状況は次のとおりです。最も多いの

は、安全運転義務違反で全体の 6割以上を占めます。その中でも、漫然運転、脇見

運転が多くなっています。 

 

３ 交通事故防止対策 

前項からすれば、前をよく見る、速度控え目、車間距離を取ることによって、

多くの交通事故を防ぐことができます。 

「気をつけて行けよ」とは、注意にならない注意で、「前方注視、安全速度、

車間距離を取って行けよ」と具体的でなければなりません。 

４ 脇見運転による重大事故（東京高判平 14.12.3東京高等裁判所（刑事）判決時報 53-1１～12-105） 

事例を紹介しましょう。①時速約60㎞で進行、②前方交差点の横断歩道の約

75.5ｍ手前（後記衝突地点から約80.95ｍ手前）の地点から、煙草の火を消そうと

運転席左前下方の灰皿を見た、③交差点付近の左側歩道から、交差点に入り左方

から右方に向け歩行中の歩行者（50歳）に気付かず衝突、約28.6ｍ前方の路上に
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95 1.0% 運転操作不適 1,166

41 0.4% 漫然運転 1,744

6,061 61.7% 脇見運転 1,437
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148 1.5% 安全不確認 1,011

9,827 100.0% 安全速度 352

その他 115

警察庁：交通事故統計（平成20年3月～平30年3月） 
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令 1.7.10 

転倒させ、外傷性ショックにより死亡させた。④加害者は、眼鏡等使用が運転条

件であり、これを使用しなかったこと、加えて、⑤交通事故に気付いた後、車か

ら降り、被害者の近くに行き、周囲に対して、警察に電話したかと尋ねるなど

し、警察に連絡したという返答を得るや、ちょっと酒を飲んでいるので、警察が

来る前に帰りますと言って車で走り去った。というのです。 

実況見分によると、裸眼では、衝突地点から約31.65ｍ手前で確認でき、眼鏡使

用では、衝突地点から約74.05ｍ手前から確認できたとされており、その状態で運

転しているのですから、そもそも交通安全意識が欠如している者であるともいえ

ましょう。 

５ 交通安全意識は身につきにくい 

「高度なものは身につき、簡単なことは身につかない」と提唱しております。人

は、高度な技術や知識をきちんと習得すると。忘れ去りません。10年ぶりであって

も自転車に乗れます。しかし、誰でも知っていること、常識的なこと、当たり前の

ことには、注意散漫となって、守れず、いい加減になってくると知るべきです。 

脇見運転は駄目よと言ったところで、否定はしないけれど、簡単に忘れさり、継

続することが困難です。故に、日頃から『繰り返し』注意喚起しなければなりませ

ん。 

次のような表示ものを車内に設置しておく、朝礼で毎日注意喚起することが防止

効果を上げます。交通安全県民運動を契機として取組みください。 

自動車運転には、継続した集中力が必要です。 

交通安全 

 

安全運

転義務

の励行 

 

脇見運転禁止 飲料や煙草に気をとられるな 

漫然運転禁止 集中力を保て、疲れたら休憩 

周囲の動静注視 交差点では対向車、歩行者に注意 

安全確認 一時停止、バイクや自転車に注意 

安全速度 スピードは凶器‼ 
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